










契約 

Q 

特定技能 登録支援サービスのご案内 

 特定技能制度がスタートしました。  

メディパスは特定技能の「登録支援機関」として法務省より認定を受けております。新しい在留資格「特定技能」を保
有している外国人の採用から定着まで円滑に行われるよう、様々な支援サービスを提供いたします。 
（登録番号：19登-001207） 

株式会社メディパス 人材事業部 
本社  〒141-0031  東京都品川区西五反田2丁目29番5号 
                日幸五反田ビル7階 
TEL 03-6431-9383（直通）FAX 03-6431-9384（直通） 

Copyright 2019 AllRights Resrved. ※本案内に含まれる情報を利用することによって生じた損害についても、当社は一切の責任を負いません。 

深刻な人出不足に対応するため、一定の技術を有し即戦力となる外国人材を受け入れる新たな制度です。 

特定技能1号 

在留期限：上限5年 【4ヶ月、6ヶ月、または1年ごとの更新】 

技能水準：試験等で確認  
        【技能実習2号を良好に終了した者は試験等免除】 

日本語能力：生活や業務に必要な日本語能力を試験で確認  
         【技能実習2号を良好に終了した者は試験等免除】 

家族の帯同：基本的には認められない 
                  【特定技能2号の場合は可】 

所属機関または登録支援機関による支援計画・実施が必須 

特定産業分野（14業種）に属する相当程度の知識 
または経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格 

特定産業分野（14業種） 

介護業 

ビルクリーニング業 

素形材産業 

産業機械製造業 

飲食料品製造業 

自動車整備業 

造船・船用工業 

電気・電子情報関連産業 

建設業 

航空業 

宿泊業 

農業 

漁業 

外食業 

特定技能1号の採用にあたり、受入れ機関（所属機関）は 

次の全ての支援計画の実施が必要です。 

Q 
事前ガイダンス 出入国時の送迎 適切な住宅の確保

生活に必要な契約
に係る支援 

生活オリエン 
テーションの実施 

日本語学習の 
機会の提供 

相談・苦情への対応 日本人との交流
促進に係る支援 

特定技能雇用契約を
解除される場合の 

転職支援 

定期的な面談の実施
行政機関への通報 

支援計画の一部または全部を登録支援機関に委託することにより 
支援計画の適正な実施の確保基準に適合するとみなされます。 
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https://work-japan.org 




